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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年１１月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年１１月２４日 １３時１０分ごろ 

発生場所 沖縄県宮古島市伊良部
い ら ぶ

島長山
ながやま

港南西方沖 

 長山水路第２号灯標から真方位２５２°１５０ｍ付近 

（概位 北緯２４°４６.７′ 東経１２５°１１.５′） 

事故の概要 旅客船モンブランは、後進中、浅所に乗り揚げた。 

モンブランは、舵頭材の曲損等を生じた。 

事故調査の経過 令和５年６月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務

所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 モンブラン、６１９トン  

１４２３７１、株式会社深松組、株式会社はやて（Ａ社、船舶借入

人） 

５２.１７ｍ（Lr）×１０.００ｍ×５.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、９９３kＷ、平成１１年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 ６１歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和６１年１２月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和３年７月１２日 

免状有効期間満了日 令和８年７月２１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 舵頭材に曲損、副舵後端部に擦過傷、主舵板前縁に欠損、リーマボル

トに曲損、ガイドピンに曲損、ガイドブロックに曲損、ジャンピング

ストッパーに曲損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風速 約６～９m/s、視程 約１,０００ｍ 

海象：波向 北西、波高 約０.８ｍ、潮汐 低潮時、潮高 約５７

cm（平良
ひ ら ら

）、潮流 南東流やや弱い流れ 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか４人が乗り組み、旅客６２人を乗せ、令和４年 

１１月２４日１２時２０分ごろ長山港南西方沖浅瀬付近の海中展望の

ポイントに向けて沖縄県宮古島市平良港を出港した。 

本船は、伊良部島南方沖の長山水路西側に設置されている長山水路
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第１号灯標（以下、灯標については「長山水路」を省略する。）及び

その東南東方約２２０ｍに設置されている第２号灯標の間を西南西進

して海中展望のポイントに到着し、１２時５０分ごろ第１号灯標付近

の浅瀬に向くよう船首を北方に向けて海中展望を開始した。 

 船長は、ふだん海中展望の間、主機及び舵を使用しながら、第１号

灯標を右舷船首約２０°に見て、船首をほぼ北方に向け、船尾を南方

に向けており、海中展望後、右舷船首方に第１号灯標及び右舷船尾方

に第２号灯標を確認し、後進して長山水路西方沖に出て、船首を平良

港がある東北東方に向け、伊良部大橋及び伊良部島を船首方に視認し

ながら帰航していた。 

 船長は、１３時１０分ごろ、雨で視界が悪く、伊良部大橋及び伊良

部島が視認できなかったものの、いつもどおり船尾が南方に向いてい

ると思い、航海計器で船首方位を確認しないまま、一旦後進してから

船首を北東方に向けるつもりで、舵中央のまま、可変ピッチプロペラ

の翼角を後進１０°として対地速力約１～２ノット（kn）の後進行き

あしで後進させたところ、船尾部に衝撃を感じた。 

 船長は、本船が第２号灯標西南西方沖の浅所に乗り揚げたことに気

付き、舵及びプロペラの確認運転を行ったところ、航行に支障が認め

られなかったので、平良港に向けて航行を開始し、本船を同港に帰港

させた。 

 本船は、船長がＡ社に本事故の発生を連絡し、潜水士による船底検

査を行った結果、副舵後端部に擦過傷が確認されたが、ほかの船体に

損傷が認められず、航行に支障がないと判断された。 

 本船は、令和５年５月２２日に沖縄県糸満市所在の造船所にて上架

した際、舵に損傷があることが確認され、同日沖縄総合事務局運輸部

に本事故の報告を行い、同造船所で修理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 本船の損傷

状況 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約２.６ｍ及び船尾約３.８ｍであった。 

船長は、平成２８年１１月にＡ社で本船の一等航海士兼船長として

雇入れされ、もう１人の船長と交代で、約６年間本船の船長職をとっ

ていた。 

船長は、第２号灯標西南西方沖の浅所が存在することを認識してい

た。 

船長は、本事故当時、慣れた水路なので、コンパス、レーダー及び

ＧＰＳプロッター等の航海計器を見なくても大丈夫だと思い、航海計

器で船首方位を確認しておらず、船首が北東の風で風下に落とされ、

南東流の潮流を受けて船尾が東寄りの南東方に向いていることに気付

かなかったと本事故後に思った。 

船長は、本事故当時、雨で長山水路の状況が明瞭に見えなかった
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が、第１号灯標をふだんとほぼ同じ右舷船首約２０～３０°に見てお

り、目視で第１号灯標との距離を保って操船できていたので、いつも

の習慣に従って後進しており、第２号灯標西南西方沖の浅所に接近し

ていることに気付かなかったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、風速約６～９m/s の北東の風及び南東流の潮流を受け、船

尾が南東方を向いている状況下、長山港南西方沖で帰航を開始する

際、船長が、雨で長山水路の状況が明瞭に見えない中、船尾が南方に

向いていると思い、いつもの習慣に従って後進したことから、船尾が

第２号灯標西南西方沖の浅所に接近していることに気付かず、同浅所

に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、ふだん海中展望の間、第１号灯標付近の浅瀬に向くよう船

首をほぼ北方に向け、船尾を南方に向けていたことから、船尾が南方

に向いていると思ったものと考えられる。 

 本船は、船首が北東の風で風下に落とされ、南東流の潮流を受けて

いたことから、船尾が南方に向いておらず、南東方に向いていたもの

と考えられる。 

 船長は、第１号灯標をふだんとほぼ同じ右舷船首約２０～３０°に

見ており、目視で第１号灯標との距離を保って操船できていたこと、

及び船尾が東寄りの南東方に向いていることに気付かなかったことか

ら、いつもの習慣に従って後進したものと考えられる。 

 船長は、慣れた水路なので、コンパス、レーダー及びＧＰＳプロッ

ター等の航海計器を見なくても大丈夫だと思ったことから、航海計器

で船首方位を確認していなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、風速約６～９m/s の北東の風及び南東流の潮流

を受け、船尾が南東方を向いている状況下、長山港南西方沖で帰航を

開始する際、船長が、雨で長山水路の状況が明瞭に見えない中、船尾

が南方に向いていると思い、いつもの習慣に従って後進したため、船

尾が第２号灯標西南西方沖の浅所に接近していることに気付かず、同

浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・旅客船の船長は、海中展望中、雨天で視界が悪い場合、自船の船

首の向き及び灯標との位置関係をふだんの運航の習慣及び目視の

みで判断することなく、常時、コンパスで船首方位及び灯標の方

位を確認し、ＧＰＳプロッターを活用して周囲の浅所等に注意

し、旅客船の安全運航に努めること。 
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・船舶事故の発生が判明した場合、遅滞なく海上保安庁に通報する

こと。 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 

（令和４年１１月２４日 

 １３時１０分ごろ発生） 
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沖縄県 

ふだんの海中展望のポイント 

海中展望後の船体の向き 

長山港 

海中展望開始時

の船体の向き 

船首方向 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船の損傷状況 
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